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(57)【要約】
　　【課題】盤内等の小規模空間に設置して火災検知と
消火を行う低コストで簡便な消火装置を提供する。
　　【解決手段】防災装置１０は、電源を供給する電池
、火災を検知する火災検知部１２、及び火災検知部１２
により火災を検知した場合に、固形消火剤の燃焼により
消火用のエアロゾルを生成して外部に放出するエアロゾ
ル発生部１４を備える。火災検知部１２は、火災を検知
すると音声及び表示により火災警報を出力する。防災装
置１０はマグネットシート３２により盤内の任意の位置
に設置できる。
　　【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源を供給する電池と、
　火災を検知する火災検知部と、
　前記火災検知部により火災を検知した場合に、固形消火剤の燃焼によりエアロゾルを生
成して外部に放出するエアロゾル発生部と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項２】
　請求項１記載の防災装置に於いて、前記火災検知部は、発煙を検出することを特徴とす
る防災装置。
【請求項３】
　請求項１記載の防災装置に於いて、前記火災検知部とエアロゾル発生部を一体に設けた
ことを特徴とする防災装置。
【請求項４】
　請求項１記載の防災装置に於いて、前記火災検知部とエアロゾル発生部を分離して配置
し、前記火災検知部にエアロゾル発生部を信号線接続し、前記火災検知部が火災検知時に
出力する信号により前記固形消火剤に点火して燃焼させることを特徴とする防災装置。
【請求項５】
　請求項１記載の消火装置に於いて、前記火災検知部は、
　監視エリアの物理的現象に対応した検出信号を出力するセンサ部と、
　前記エアロゾル発生部に起動信号を出力する起動信号出力部と、
　前記センサ部の検出信号出力から火災の有無を検知するイベント検出部と、
　前記イベント検出部で火災を検知した場合に、前記起動信号出力部からエアロゾル発生
部に起動信号を出力して前記固形消火剤を燃焼させる警報処理部と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項６】
　請求項５記載の防災装置に於いて、前記火災検知部は、更に、他の防災装置に移報信号
を出力する移報部を設け、
　前記警報処理部は前記イベント検出部で他の防災装置からの移報信号受信を検出した場
合に、前記起動信号出力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を
燃焼させることを特徴とする防災装置。
【請求項７】
　請求項５記載の防災装置に於いて、前記火災検知部は、更に、他の防災装置に移報信号
を出力する移報部を設け、
　前記警報処理部は前記イベント検出部で火災を検知し且つ他の防災装置からの移報信号
受信を検出した場合に、前記起動信号出力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して
前記固形消火剤を燃焼させることを特徴とする防災装置。
【請求項８】
　請求項１記載の防災装置に於いて、前記火災検知部は、
　監視エリアの物理的現象に対応した検出信号を出力するセンサ部と、
　前記エアロゾル発生部に起動信号を出力する起動信号出力部と、
　前記センサ部の検出信号出力から火災の有無を検知するイベント検出部と、
　他の防災装置にイベント信号を無線送信する送信処理部と、
　他の防災装置からのイベント信号を無線受信する受信処理部と、
　前記イベント検出部で火災を検知した場合に、前記起動信号出力部から前記エアロゾル
発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を燃焼させ、更に前記送信処理部により他の
防災装置に火災を示すイベント信号を無線送信させる警報処理部と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項９】
　請求項８記載の防災装置に於いて、前記火災検知部の警報処理部は、前記イベント検出
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部で他の防災装置からの火災を示すイベント信号受信を検出した場合に、前記起動信号出
力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を燃焼させることを特徴
とする防災装置。
【請求項１０】
　請求項８記載の防災装置に於いて、前記火災検知部の前記警報処理部は、前記イベント
検出部で火災を検知し且つ他の防災装置からの火災を示すイベント信号受信を検出した場
合に、前記起動信号出力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を
燃焼させることを特徴とする防災装置。
【請求項１１】
　請求項５記載の防災装置に於いて、前記火災検知部は、更に、警戒エリアに布設され、
火災による熱を受けた場合の絶縁被覆の溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させる
熱感知ケーブルを設け、
　前記起動信号出力部は前記熱感知ケーブルが短絡した場合に、前記エアロゾル発生部に
起動信号を出力して前記固形消火剤を燃焼させることを特徴とする防災装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の防災装置に於いて、前記起動信号出力部は、
　前記警報処理部から出力された起動指示信号により作動するスイッチング素子と、
　前記スイッチング素子と並列に前記熱感知ケーブルの一対の信号線を接続する熱感知端
子と、
　前記スイッチング素子の作動した場合または前記熱感知ケーブルが短絡した場合に、前
記エアロゾル発生部に起動信号を出力する起動線端子と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項１３】
　請求項５記載の防災装置に於いて、前記火災検知部は、更に、火災による熱を受けた場
合の絶縁被覆の溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを設け、
　前記起動信号出力部は、前記警報処理部から起動指示信号が出力され且つ前記熱感知ケ
ーブルが短絡した場合に、前記エアロゾル発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を
燃焼させることを特徴とする防災装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の防災装置に於いて、前記起動信号出力部は、
　前記警報処理部から出力された起動指示信号により作動するスイッチング素子と、
　前記スイッチング素子と直列に前記熱感知ケーブルの一対の信号線を接続する熱感知端
子と、
　前記スイッチング素子の作動し且つ前記熱感知ケーブルが短絡した場合に、前記エアロ
ゾル発生部に起動信号を出力する起動線端子と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項１５】
　請求項５記載の防災装置に於いて、
　前記火災検知部は、更に、警戒エリアに布設され、火災による熱を受けた場合の絶縁被
覆の溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを設け、
　前記起動信号出力部は
　前記警報処理部から起動指示信号が出力された場合または前記熱感知ケーブルが短絡し
た場合に、前記エアロゾル発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を燃焼させるオア
起動部と、
　前記警報処理部から起動指示信号が出力され且つ前記熱感知ケーブルが短絡した場合に
、前記エアロゾル発生部に起動信号を出力して前記固形消火剤を燃焼させるアンド起動部
と、
　前記オア起動部とアンド起動部を切替える切替部と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項１６】



(4) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29

10

20

30

40

50

　請求項１記載の防災装置に於いて、前記エアロゾル発生部は、
　表面の開口部から内部に至る連通穴を有し、燃焼により前記連通穴を介して前記開口部
から消火用エアロゾルを発生する固形消火剤と、
　前記連通穴内部に収納され、前記固形消火剤に点火して燃焼させる点火装置と、
　前記固形消火剤を収納する内容器と、
　前記内容器を間に断熱空間を介在して内部に支持し、外周に複数の放出口を開口した外
容器と、
を備えたことを特徴とする防災装置。
【請求項１７】
　請求項１記載の防災装置に於いて、前記エアロゾル発生部は、更に、
　前記固形消火剤の開口部に対応する位置に放出穴を開口すると共に前記開口部周囲の固
形消火剤表面を覆って配置され、前記放出穴から出た炎で前記固形消火剤の表面が燃焼す
ることを抑制する燃焼制御部材を備えたことを特徴とする防災装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバーラック、配電盤、キュービクル等の盤内、複写機内部、自動車の室
内やエンジンルーム等の小規模閉鎖空間内で発生する火災を早期に検知して消火する防災
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばサーバーラック、分電盤、各種制御盤、キュービクル等の装置盤には、こ
れら装置盤には、閉鎖空間となる筐体内に電気機器を収容しているものがある。
【０００３】
　また、通信機室や電気室等の設置室内に、このような装置盤を複数設置しているケース
も多い。
【０００４】
　設置室内は煙感知器や熱感知器を配置して室内の温度や温度上昇、発煙を捉えて、遠隔
に配置された火災受信機に対して火災検知信号を発信する火災検知システムや、複数の制
御盤にサンプリングチューブを配管し、室内空間からポンプで吸引したエアーの中の煙粒
子を高感度煙検知器で検知して発煙を捉え、火災検知信号を発信する高感度火災検知シス
テムを用いて火災監視されている。
【０００５】
　またこれとあわせてガス消火設備、予作動式スプリンクラー設備等を設置し、上記火災
検知信号に基づき消火装置を起動して消火活動を行うものや、制御盤毎にガス消火装置或
いは消火器を設置し、各制御盤の火災信号に基づき、消火装置を自動起動或いは手動操作
して消火活動を行うシステムを用いて火災発生時の消火制御が行われるようにしている。
【０００６】
　このときの消火制御は一般的に、設置室内全体に消火剤を散布する室内全域消火となる
。
【０００７】
　またこのような火災は、装置盤内電気機器の異常通電等による発熱、発煙、発火などに
起因する場合も少なくない。
【０００８】
　そこで、上記の火災監視、消火設備とは別に、例えば各装置盤の筐体内に消火剤を高圧
充填したチューブを収容し、火災時の熱によってチューブが破裂することで消火剤が噴射
されるようにしているものもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２００４－０７８８０７号公報
【特許文献２】特開２００９－１４２４１９号公報
【特許文献３】特開２００９－１４２４２０号公報
【特許文献４】特開２００９－１６０３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、このような従来の防災装置にあっては次のような問題点がある。
【００１１】
　まず、装置盤の閉鎖筐体内で発生する火災の熱や煙は、設置室内の天井や壁面に設けた
火災感知器で検知されるまでに時間がかかる。このため、火災が検知されるまでの間に火
災規模が拡大し、隣接する装置盤へも延焼してしまうといった問題がある。
【００１２】
　そして、例えば全域ガス消火設備の場合、室内の煙感知器、熱感知の作動に連動して、
または火災発生に気づいた人の手動操作で室内全体に消火ガスを放出するが、閉鎖筐体内
の火点に届きにくいという問題がある。特に、例えばサーバーラックのように、ファンに
よる換気装置が付いている場合は、火災が発生した制御盤内に消火に必要な量の消火ガス
を供給することができない可能性がある。
【００１３】
　また室内全体に消火ガスを放出するため、放出後に室内に人が入ることができず、その
後の対処の支障となることがある。
【００１４】
　また消火ガスを放出した後、ガス容器全部を交換することになるため、費用が掛かる等
の問題がある。
【００１５】
　また、所定の消火性能を確保するために大きなガスボンベの設置スペースが必要となり
、配管工事が必要となるため、設備コストが大きく経済的な負担が増大する問題がある。
【００１６】
　さらに既存建物への設置は、スペース確保等の問題から制約が大きいという問題がある
。
【００１７】
　一方、装置盤内に例えば上述のようなチューブによる火災検知・消火装置を設置する場
合は、全域ガス消火設備に比べ、設備コストを大幅に低減できるメリットがあるが、消火
剤の噴射圧力やチューブの破裂飛散等のため、装置盤内の機器に必要以上のダメージを与
えてしまう問題がある。また感熱式であるため、充分な発熱を伴わない初期のケーブル火
災に対しては作動しにくいという問題もある。
【００１８】
　本発明は、上記の問題点を解決し、特に装置盤内等の小規模閉鎖空間に設置して早期に
火災検知と消火を行うことができ、更に小型で取り扱いが簡単な防災装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、防災装置において、
　電源を供給する電池と、
　火災を検知する火災検知部と、
　火災検知部により火災を検知した場合に、固形消火剤の燃焼によりエアロゾルを生成し
て外部に放出するエアロゾル生成部と、
を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　ここで、火災検知部は、発煙を検出する。
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【００２１】
　火災検知部とエアロゾル発生部を一体に設ける。
【００２２】
　火災検知部とエアロゾル発生部を分離して配置し、火災検知部にエアロゾル発生部を信
号線接続し、火災検知部が火災検知時に出力する信号により固形消火剤に点火して燃焼さ
せる。
【００２３】
　火災検知部は、
　監視エリアの物理的現象に対応した検出信号を出力するセンサ部と、
　エアロゾル発生部に起動信号を出力する起動信号出力部と、
　センサ部の検出信号出力から火災の有無を検知するイベント検出部と、
　イベント検出部で火災を検知した場合に、起動信号送信部からエアロゾル発生部に起動
信号を出力して固形消火剤を燃焼させる警報処理部と、
を備える。
【００２４】
　火災検知部は、更に、他の防災装置に移報信号を出力する移報部を設け、
　警報処理部はイベント検出部で他の防災装置からの移報信号受信を検出した場合に、起
動信号出力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して固形消火剤を燃焼させる。
【００２５】
　火災検知部は、更に、他の防災装置に移報信号を出力する移報部を設け、
　警報処理部はイベント検出部で火災を検知し且つ他の防災装置からの移報信号受信を検
出した場合に、起動信号出力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して固形消火剤を
燃焼させる。
【００２６】
　火災検知部は、
　監視エリアの物理的現象に対応した検出信号を出力するセンサ部と、
　エアロゾル発生部に起動信号を出力する起動信号出力部と、
　センサ部の検出信号出力から火災の有無を検知するイベント検出部と、
　他の防災装置にイベント信号を無線送信する送信処理部と、
　他の防災装置からのイベント信号を無線受信する受信処理部と、
　イベント検出部で火災を検知した場合に、起動信号出力部からエアロゾル発生部に起動
信号を出力して固形消火剤を燃焼させ、更に送信処理部により他の防災装置に火災を示す
イベント信号を無線送信させる警報処理部と、
を備える。
【００２７】
　火災検知部の警報処理部は、イベント検出部で他の防災装置からの火災を示すイベント
信号受信を検出した場合に、起動信号出力部からエアロゾル発生部に起動信号を出力して
固形消火剤を燃焼させる。
【００２８】
　火災検知部の警報処理部は、イベント検出部で火災を検知し且つ他の防災装置からの火
災を示すイベント信号受信を検出した場合に、起動信号出力部からエアロゾル発生部に起
動信号を出力して固形消火剤を燃焼させる。
【００２９】
　火災検知部は、更に、警戒エリアに布設され、火災による熱を受けた場合の絶縁被覆の
溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを設け、
　起動信号出力部は熱感知ケーブルが短絡した場合に、エアロゾル発生部に起動信号を出
力して固形消火剤を燃焼させる。
【００３０】
　起動信号出力部は、
　警報処理部から出力された起動指示信号により作動するスイッチング素子と、
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　スイッチング素子と並列に熱感知ケーブルの一対の信号線を接続する熱感知端子と、
　スイッチング素子の作動した場合または熱感知ケーブルが短絡した場合に、エアロゾル
発生部に起動信号を出力する起動線端子と、
を備える。
【００３１】
　火災検知部は、更に、火災による熱を受けた場合の絶縁被覆の溶融により一対の信号線
を短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを設け、
　起動信号出力部は、警報処理部から起動指示信号が出力され且つ熱感知ケーブルが短絡
した場合に、エアロゾル発生部に起動信号を出力して固形消火剤を燃焼させる。
【００３２】
　起動信号出力部は、
　警報処理部から出力された起動指示信号により作動するスイッチング素子と、
　スイッチング素子と直列に熱感知ケーブルの一対の信号線を接続する熱感知端子と、
　スイッチング素子の作動し且つ熱感知ケーブルが短絡した場合に、エアロゾル発生部に
起動信号を出力する起動線端子と、
を備える。
【００３３】
　火災検知部は、更に、警戒エリアに布設され、火災による熱を受けた場合の絶縁被覆の
溶融により一対の信号線を短絡状態に接触させる熱感知ケーブルを設け、
　起動信号出力部は
　警報処理部から起動指示信号が出力された場合または熱感知ケーブルが短絡した場合に
、エアロゾル発生部に起動信号を出力して固形消火剤を燃焼させるオア起動部と、
　警報処理部から起動指示信号が出力され且つ熱感知ケーブルが短絡した場合に、エアロ
ゾル発生部に起動信号を出力して固形消火剤を燃焼させるアンド起動部と、
　オア起動部とアンド起動部を切替える切替部と、
を備える。
【００３４】
　エアロゾル発生部は、
　表面の開口部から内部に至る連通穴を有し、燃焼により連通穴を介して前記開口部から
消火用エアロゾルを発生する固形消火剤と、
　連通穴内部に収納され、固形消火剤に点火して燃焼させる点火装置と、
　固形消火剤を収納する内容器と、
　内容器を間に断熱空間を介在して内部に支持し、外周に複数の放出口を開口した外容器
と、
を備える。
【００３５】
　エアロゾル発生部は、更に、固形消火剤の開口部に対応する位置に放出穴を開口すると
共に開口部周囲の固形消火剤表面を覆って配置され、放出穴から出た炎で固形消火剤の表
面が燃焼することを抑制する燃焼制御部材を備える。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明の消火装置によれば、火災検知部によりサーバーラック、分電盤、キュービクル
等の装置盤内で発生する火災を検知すると、火災検知部と一体又は分離配置されたエアロ
ゾル発生部に収納している固形消火剤に点火して燃焼させることで装置盤内に消火用のエ
アロゾルを放出し、装置盤内に収容している電機機器や電気配線ケーブルの火災を確実に
消火することができる。
【００３７】
　また、固形消火剤の燃焼により消火用のエアロゾルを発生することから、火災検知部と
エアロゾル発生部で構成される防災装置は手のひらに乗る程度に小型化されたコンパクト
な防災装置として実現でき、更に、電池電源で動作することから外部からの電源供給が不
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要であり、新設の装置盤は勿論のこと、既設の装置盤に対しても、マグネットなどによる
吸着で簡単且つ容易に装着することができる。
【００３８】
　また、本発明の防災装置により、小規模の段階で早期に火災を検知して、その場で効率
的に消火動作を開始できることから、設置室内全域に向けた消火装置の規模を縮小でき、
設備コストを既存の消火装置に比べ大幅に低減できる。ここで、防災装置は小型化、軽量
化されており、安価であることから、装置盤単位に消火装置を設置したとしても、全体と
しての設備コストを大幅に低減できる。
【００３９】
　また、従来の火災監視・消火設備に加えて本発明の防災装置を適用することで、全体の
火災監視・消火性能を大きく向上させることができる。
【００４０】
　また、本発明の防災装置は、電池電源による動作であっても、例えば１０年間といった
長期に亘る動作期間を実現することもでき、長期間に亘り高い信頼性によって火災検知と
消火が可能となる。
【００４１】
　また一度火災を検知してエアロゾル放出による消火を行った場合は、使用の済んだ防災
装置を外して新品と交換するだけで、簡単且つ低コストで対応できる。
【００４２】
　また、防災装置の火災検知部は、火災を検知した場合に火災警報を出力する報知機能を
備えており、固形消火剤の燃焼により装置盤内でエアロゾルの放出による消火動作時には
あわせて装置盤内で火災警報音が出力され、警報を装置盤外で聞くことで、防災装置によ
る火災検知と消火動作を知ることができる。
【００４３】
　また、防災装置の消火能力は設置空間の容積に応じた固形消火剤の重量に応じて決まり
、消火対象空間が広い場合には必要に応じて設置する消火部の台数を増やすことで簡単に
対応できる。
【００４４】
　また、同じ装置盤内に複数台の防災装置を設置した場合、火災検知部からの消火部起動
信号線を相互に接続することで、いずれか１台の消火装置の火災検知部で火災検知が行わ
れた場合に、火災を検知した消火装置及び起動信号線接続している他の消火防災装置の消
火部に設けた固形消火剤に点火して燃焼させることで、一斉に、または順次にエアロゾル
を放出開始して消火できる。無線連動型の火災検知部を設けた防災装置とすれば、相互に
信号線接続を行うことなく、無線通信により連動して複数の防災装置から一斉にエアロゾ
ルを放出して消火できる。
【００４５】
　また、同じ装置盤内に、例えば２台の消火装置を設置した場合、移報信号線を相互に接
続するか、無線通信により連動させることで、両方の防災装置の火災検知部で火災検知が
行われた場合に、両方の火災検知部の火災検知に基づいてエアロゾル発生部を起動するア
ンド処理動作を行うことで、誤動作を確実に防止できる。もちろん、同一の装置盤内だけ
でなく、隣接する装置盤内にそれぞれ収められた防災装置間でも、同様の連動を行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明による防災装置の実施形態を示した説明図
【図２】図１に示した防災装置のエアロゾル発生部の構造を示した断面図
【図３】図２のエアロゾル発生部の分解組立状態を示した説明図
【図４】図２のエアロゾル発生部による消火動作を示した説明図
【図５】本発明による分離型の防災装置の実施形態を示した説明図
【図６】本発明によるスタンドアローン型の防災装置の機能構成を示したブロック図
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【図７】図６の防災装置による処理動作を示したフローチャート
【図８】本発明による無線連動型の防災装置の機能構成を示したブロック図
【図９】図８の防災装置で用いるイベント信号のフォーマットを示した説明図
【図１０】図８の防災装置による処理動作を示したフローチャート
【図１１】装置盤に対し図６のスタンドアローン型の防災装置を１台ずつ設置した設置例
を示した説明図
【図１２】装置盤に対し図６のスタンドアローン型の防災装置を２台ずつ設置した設置例
を示した説明図
【図１３】図１２の設置例を対象としたオア連携処理動作を示したフローチャート
【図１４】図１２の設置例を対象としたアンド連携処理動作を示したフローチャート
【図１５】隣接した装置盤に図６のスタンドアローン型の防災装置を設置して移報信号線
で接続した設置例を示した説明図
【図１６】図５に示した分離型防災装置の設置例を示した説明図
【図１７】装置盤に対し図８の無線連動型防災装置を２台ずつ設置した設置例を示した説
明図
【図１８】図８の消火装置における他の防災装置とのオア連携処理動作を示したフローチ
ャート
【図１９】図８の消火装置における他の防災装置とのアンド連携処理動作を示したフロー
チャート
【図２０】隣接した装置盤に図８のスタンドアローン型の防災装置を設置して移報信号線
接続した設置例を示した説明図
【図２１】装置盤に対し感熱線を接続した防災装置の設置例を示した説明図
【図２２】図２１の防災装置の機能構成を示したブロック図
【図２３】熱感知ケーブルを接続してオア起動動作を行う図２２の防災装置における起動
信号出力部の実施形態を示した回路図
【図２４】熱感知ケーブルを接続してアンド起動動作を行う図２２の防災装置における起
動信号出力部の実施形態を示した回路図
【図２５】スイッチ切替えにより熱感知ケーブルとのオア起動動作を行う図２２の防災装
置における起動信号出力部の実施形態を示した回路図
【図２６】図２５の起動信号出力部をアンド起動動作にスイッチ切替えした状態を示した
回路図
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　図１は本発明による防災装置の実施形態としてその外観を示した説明図であり、図１（
Ａ）に正面図を、図１（Ｂ）に側面図を示している。
【００４８】
　図１において、本実施形態の防災装置１０は、火災検知部１２と、その背後に配置され
たエアロゾル発生部１４で構成される。火災検知部１２の筐体はカバー１６と本体１８で
構成されている。カバー１６の中央には突出部を設け、この周囲に複数の煙流入口を開口
し、その内部には検煙部２０が配置され、火災による煙が検煙部に流入して所定濃度に達
したときに火災を検知するようにしている。
【００４９】
　カバー１６に設けた突出部の左下側には音響穴２２が設けられ、この背後にブザーやス
ピーカを内蔵し、警報音や音声メッセージを出力できるようにしている。また突出部の下
側には警報停止スイッチ２４が設けられている。
【００５０】
　警報停止スイッチ２４は、半透明部材で形成されたスイッチカバーと、スイッチカバー
の内部に配置されたタクトスイッチ（図示せず）とで構成されている。スイッチカバー内
部のタクトスイッチ近傍には、点線で示すように警報等表示を行うＬＥＤ２６が配置され
ており、ＬＥＤ２６が点灯、点滅、明滅作動すると、警報停止スイッチ２４のスイッチカ
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バーの部分を透過してＬＥＤ２６の作動状態が外部から視認できるようにしている。
【００５１】
　警報停止スイッチ２４は、その操作時における火災検知部１２の動作状態に応じて警報
停止スイッチ又は点検スイッチとして機能する。例えば火災検知部１２の火災警報時に警
報停止スイッチ２４を操作すると、当該警報を停止する警報停止スイッチとして機能する
。また、火災検知部１２の通常状態で警報停止スイッチ２４を操作すると、所定の点検動
作を実行して点検結果を音声メッセージにより出力する点検スイッチとして機能する。
【００５２】
　なお図１の火災検知部１２にあっては、検煙部２０を備え、火災による煙を検知する火
災検知部を例に取っているが、これ以外に火災による熱を検知するサーミスタ等の温度検
出素子を備えたものも含まれる。
【００５３】
　エアロゾル発生部であるエアロゾル発生部１４は円盤状のユニットであり、火災検知部
１２の背後に固定配置されるか又は着脱自在に配置されている。またエアロゾル発生部１
４が作動した際の発熱が火災検知部１２の動作その他に影響を与えないよう、火災検知部
１２とエアロゾル発生部１４の間には、必要に応じて断熱材料を介在させる（図示せず）
。
【００５４】
　エアロゾル発生部１４の内部には固形消火剤が収納され、固形消火剤に設けた点火装置
に火災検知部１２からの起動信号線が接続されており、火災検知部１２により火災を検知
した場合に、点火装置に通電して固形消火剤に点火し、固形消火剤を燃焼させることによ
り消火用のエアロゾルを生成して周囲に形成した放出口３０から外部に放出する。火災検
知部１２からの起動信号は例えば、有電圧接点信号とする。
【００５５】
　エアロゾル発生部１４の背面にはマグネットシート３２が設けられ、マグネットシート
３２による磁気吸着により装置盤内の任意の位置に設置可能としている。
【００５６】
　図２は図１のエアロゾル発生部１４の内部構造を例示した断面図である。図２において
、本実施形態のエアロゾル発生部１４は、消火剤容器となる内容器３６の中に固形消火剤
３４を収納しており、固形消火剤３４には燃焼制御カバー３８が面接触して固定配置され
ている。燃焼制御カバー３８の中央には放出穴４０が開口されている。内容器３６及び燃
焼制御カバー３８は薄型の円筒容器を構成し、金属ケースなどが使用される。
【００５７】
　固形消火剤３４は中心軸方向に貫通穴（連通穴）３５を形成したドーナツ形状をもち、
燃焼により粉末エアロゾルを発生するものである。
【００５８】
　固形消火剤３４に使用する消火剤組成物としては特に限定しないが、アルカリ金属塩を
主成分とする発煙消火剤組成物を使用することが好ましい。アルカリ金属塩として具体的
には、塩素酸カリウム、過塩素酸カリウム、重クロム酸カリウム、硝酸セシウム、および
硝酸カリウム等より選択されたアルカリ金属塩が好ましく、入手のしやすさ、コスト等の
面からより好ましくは塩素酸カリウム、過塩素酸カリウムが選択できる。
【００５９】
　また、このようなアルカリ金属塩に還元剤として作用する反応物を含んだものが更に好
ましい。還元剤は特に限定されることはないが、ゴム、不飽和ポリエステル樹脂、エポキ
シ樹脂、フェノール樹脂、フェノール－ホルムアルデヒド樹脂等の高分子材料を用いるこ
とができる。
【００６０】
　さらに、本発明に用いる消火剤組成物には、別途、燃焼調整剤、金属還元剤がそれぞれ
配合されていてもよい。該燃焼調整剤としては、塩化カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素
カリウム、塩化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、タルク、珪藻土、硝
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子粉等の塩を用いることができる。また、該金属還元剤としてはマグネシウム、アルミニ
ウム、シリコン等を挙げることができる。
【００６１】
　これらから例えば、消火剤組成物は、過塩素酸カリウムに代表される酸化剤を主成分と
し、樹脂等の還元剤及び適宜、燃焼調整剤、金属還元剤を混合し、成型したものを使用す
ることができる。
【００６２】
　固形消火剤３４の燃焼により発生するエアロゾルは１μｍ以下の粒子径を持つ超微粒子
であり、その成分には炭酸塩、塩化物、あるいは酸化物、もしくはその混合物を含有して
いる。
【００６３】
　具体的には、エアロゾルは塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸カリウム、酸化カリウ
ムなどの凝集粒子であり、これ以外に窒素、二酸化炭素、水蒸気などを含んでいる。エア
ロゾルは火災が発生した監視エリアに充満することで、火災発生場所における燃焼の火災
中心を抑制消滅させることで消火を行う。またエアロゾルはその主成分が炭酸塩、塩化物
、あるいは酸化物などであることから、毒性がなく環境負荷の小さい性状を有する。
【００６４】
　燃焼によりエアロゾルを発生する固形消火剤３４の重量と、適切な消火性能を発揮する
ために適用可能な消火対象空間の容積との関係は例えば次のようになる。
２５グラムで０．２５立方メートル
５０グラムで０．５０立方メートル
１００グラムで１．００立方メートル
　このような関係に基づき、本実施形態の消火装置１０を設置する装置盤内の容積に対応
した量の固形消火剤１４を収納している。しかし、消火装置１０を設置する盤の容積は様
々であることから、標準的な盤容積（例えば大、中、小の３種類）に対応して固形消火剤
３４の重量を決め、それより大きい容積の盤については、容積に見合う複数の消火装置１
０を設置するようにしている。
【００６５】
　燃焼制御カバー３８は固形消火剤３４の貫通穴３５に対応する位置に放出穴４０を開口
した金属製の薄い蓋部材であり、固形消火剤３４の放出側の面に接触するように固定され
、接触部の燃焼を抑制すると共に、放出穴４０から燃焼により発生したエアロゾルを含む
燃焼ガスを外部に放出させる。
【００６６】
　ここで固形消火剤３４の略中心に設けた貫通穴３５は放出時間を決める役割を果たす。
貫通穴３５としては円形の穴としているが、必要な放出時間に合わせて任意の位置、形状
、大きさ、個数とすることが出来る。また、燃焼制御カバー３８の略中心に設けられた放
出穴４０は、エアロゾルの放出速度を決める役割を果たし、必要に応じて任意に位置、形
状、大きさ、個数を変更する。例えば貫通穴３５の初期の位置、形状、大きさ、個数と同
じであっても良いし、変更しても良い。　内容器３６は周囲側面に複数の放出口３０を開
口した外容器４２に収納され、両者の間に断熱空気層を兼ねた放出通路４５を形成した２
重容器構造としている。
【００６７】
　この２重容器構造は、内容器３６から複数本のスペーサ５２にボルト５０を挿通して延
在し、スペーサ５２の長さによって両者の間隔を設定し、外容器４２を貫通したボルト５
０にナット５４を締め付けて固定している。
【００６８】
　内容器３６に収納した固形消火剤３４の貫通穴３５には点火装置４６が設けられる。点
火装置４６は耐熱ソケットとしてセラミックソケット４７を備え、これを外容器４２及び
内容器３６を貫通して固定する。また点火装置４６はヒータコイル４８を備えており、こ
れを固形消火剤３４の貫通穴３５の側壁に接触するように配置している。
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【００６９】
　点火装置４６は火災検知部１２からの起動信号でヒータコイル４８を通電加熱し、この
熱によって貫通穴３５の、ヒータコイル４８との接触部分で固形消火剤３４に点火して燃
焼を開始させるようにしている。点火装置４６のヒータコイル４８には、例えばニクロム
線やタンタル線を使用する。
【００７０】
　なお、点火装置としてヒータコイルを使用した場合を例にとっているが、小型モータの
回転による機械的な摩擦で点火する点火装置や、打撃により点火する点火装置や、２物質
の接触による反応熱で点火する点火装置等を使用しても良い。
【００７１】
　図３は図２のエアロゾル発生部１４の組立分解状態を示した説明図である。図３におい
て、後方（図示右側）に開口した薄型円筒体である内容器３６には、中心軸方向に燃焼を
開始するための貫通穴３５を形成したドーナツ状の固形消火剤３４が収納され、その右側
に、中心に放出穴４０を開口した燃焼制御カバー３８を例えば圧入し、図示左側の面を固
形消火剤３４の図示右側面に接触させている。
【００７２】
　このため固形消火剤３４の外表面は内容器３６で覆われると共に、放出側となる面が燃
焼制御カバー３８に接触して覆われた収納構成となり、貫通穴３５に対応する燃焼制御カ
バー３８の放出穴４０でのみ外部と連通している。
【００７３】
　固形消火剤３４を組み込んで燃焼制御カバー３８で閉鎖した内容器３６は、外側面から
延在した複数本のボルト５０にスペーサ５２を嵌め入れた状態で外容器４２に収納し、ボ
ルト５０の先端を外容器４２の通し穴から取り出し、そこにワッシャー５３を介してナッ
ト５４を締め込むことにより、内容器３６を外容器４２の中に浮動状態で支持固定してい
る。
【００７４】
　外容器４２は図示右側に開口した薄型円筒体であり、外周側壁に複数の放出口３２を開
口している。外容器４２の開口側には外蓋４４が嵌合固定され、外蓋４４の外面にはマグ
ネットシート３２が接着等により装着されている。
【００７５】
　点火装置４６は内容器３６のソケット挿入穴３６ａからヒータコイル４８を挿入して固
形消火剤３４の貫通穴３５の中に、接触を伴いつつ配置している。ヒータコイル４８はセ
ラミックソケット４７に設けた一対の端子間にコイル部４８ａとコイル戻り部４８ｂを接
続している。
【００７６】
　コイル部４８ａは、ヒータ線を細かいピッチで螺旋状に巻き回して固形消火剤３４との
接触点をより多く、確実に確保する。コイル戻り部４８ｂは、ヒータコイル４８を固形消
火剤３４の貫通穴３５の中に嵌め入れる際に、コイル部４８ａとの協働作用により図示上
下方向のバネ性を発揮することによってコイル部４８ａを貫通穴３５の内壁に押圧接触さ
せ、通電加熱時にコイル部４８ａの熱を効率良く固形消火剤３４に伝えて確実に着火でき
るようにしている。
【００７７】
　図４は図２のエアロゾル発生部１４における固形消火剤３４の燃焼によりエアロゾル（
消火剤）が放出する様子を示した説明図である。
【００７８】
　図４において、火災検知部１２の信号線１５を介して点火装置４６のヒータコイル４８
に通電すると、ヒータコイル４８が接触している貫通穴３５の内壁部分から固形消火剤３
４の燃焼が始まる。固形消火剤３４の燃焼で発生したエアロゾル５６は貫通穴３５から燃
焼制御カバー３８の放出穴４０を通り、更に内容器３６と外容器４２の間に形成された放
出通路４５を通って外容器４２の放出口３２から外部に放出される。
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【００７９】
　このとき固形消火剤３４の一方の表面には燃焼制御カバー３８が接触固定されており、
この面は外気と接触していないため、固形消火剤３４の燃焼は、貫通穴３５から外周側に
向かって緩やかに進む。内容器３６の内面も固形消火剤３４の側面及び底面に接触してい
ることから、燃焼制御カバー３８と同様に作用する。これらはまた、燃焼時の火炎が固形
消火剤３４の表面に延焼することも防止している。
【００８０】
　更に固形消火剤３４の貫通穴３５から外周側に進む燃焼で発生したエアロゾルで内容器
３６の内部圧力が上昇し、放出穴４０から外部の放出通路４５へ勢い良くエアロゾルが放
出される。
【００８１】
　これによって固形消火剤３４の燃焼速度を緩やかに抑えながら、同時にエアロゾル５６
の噴出速度を適正に確保して、放出したエアロゾルを消火対象物内で効果的に拡散させ、
さらには燃焼時に発生する未燃性ガスも拡散させるため、特に放出穴付近の火炎の発生拡
散を抑制できる。
【００８２】
　また固形消火剤３４の燃焼によって内容器３６及び燃焼抑制カバー３８が加熱されて温
度が上昇するが、内容器３６及び燃焼抑制カバー３８と外容器４２の間には断熱空気層を
形成する放出通路４５が形成されているため、外容器４２に対する熱伝導を抑制し、外容
器４２の温度が安全な範囲を超えて上昇しないようしている。更に、必要に応じ火災検知
部１２との間に断熱材料を介在させて、火災検知部１２へ熱的影響を及ぼすことをより確
実に防止することもできる。
【００８３】
　図５は本発明による分離型の防災装置の実施形態を示した説明図である。図５において
、本実施形態の防災装置１０は、火災検知部１２とエアロゾル発生部１４が独立したユニ
ットとして分離されている。火災検知部１２は図１の実施形態と同様である。
【００８４】
　エアロゾル発生部１４も図１乃至図４に示した実施形態と基本的に同じであり、放出口
３０を周囲に開口した外容器４２の左側にカバー５８を装着し、図５に示す如くその略中
心部に、火災検知部１２の背後から引き出した信号線１５をコネクタ２５により着脱自在
に接続している。
【００８５】
　このように火災検知部１２とエアロゾル発生部１４を分離したことで、例えば火災検知
部１２を装置盤内の天井面等、煙を検知しやすい位置に設置し、一方、エアロゾル発生部
１４は装置盤内の、火災発生源となる恐れのある、例えば電源機器の近傍に配置して消火
効果を高めることができる。
【００８６】
　図６は本発明によるスタンドアローン型の防災装置の機能構成を示したブロック図であ
る。図６において、火災検知部１２はワンチップＣＰＵとして知られたプロセッサ６０を
備え、プロセッサ６０に対してはセンサ部６２、報知部６４、操作部６６、メモリ６８、
起動信号出力部７０、移報部７２及び電池電源７４を設けている。
【００８７】
　センサ部６２には、煙を検知して信号を出力する検煙部２０を設けている。上述の通り
、センサ部６２には検煙部２０に代えて、温度や温度変化を検出するサーミスタ等の温度
検出素子や、火災に伴うその他の現象変化を検出する各種素子を設けてもよい。
【００８８】
　報知部６４には警報音等を出力するスピーカ８０と警報等表示を行うＬＥＤ２６が設け
られている。スピーカ８０は、図示しない音声合成回路部からの音声メッセージや警報音
等の報知音を、図示しない増幅部を介して出力する。ＬＥＤ２６は点滅や明滅、点灯など
により、火災などの異常その他を表示する。スピーカ８０に代えて、ブザー等を用いても
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良い。またＬＥＤ２６に代え、２色ＬＥＤや液晶表示器等を設けても良い。もちろん、Ｌ
ＥＤと液晶表示器等を併設しても良い。
【００８９】
　操作部６６には警報停止スイッチ２４が設けられている。警報停止スイッチ２４は、そ
の操作時における火災検知部１２の動作状態に応じて、警報停止スイッチ又は点検スイッ
チのいずれかとして機能する。
【００９０】
　起動信号出力部７０はエアロゾル発生部１４に設けた点火装置４６に対して起動信号を
出力し、ヒータコイルを通電加熱して固形消火剤３４に点火し燃焼させることで、エアロ
ゾルを放出させる。
【００９１】
　移報部３６は移報送信回路７６と移報受信回路７８を備える。移報送信回路３６は火災
検知時に、各種の外部機器に対して、信号線を介して移報信号を出力し連動動作を行わせ
るもので、移報信号は例えば無電圧接点信号等である。移報受信回路７８は信号線を介し
て各種の外部機器から移報信号を受信して連動動作を可能とする。ここで、起動信号出力
部７０は、有電圧信号を出力する移報送信回路であるということもできる。
【００９２】
　電池電源７４は、例えば所定セル数のリチウム電池やアルカリ乾電池を使用しており、
火災検知部１２における回路部全体の低消費電力化により、例えば１０年の電池寿命を保
証している。
【００９３】
　なお、本実施形態にあっては、火災検知部１２の電池電源を使用してエアロゾル消火装
置１４の点火装置４６へ電流を流して通電点火を行っているが、エアロゾル発生部１４に
点火専用の電池を設け、起動信号出力部７０からの起動信号（例えば無電圧接点信号）に
より点火専用電池から点火装置４６に通電点火するようにしても良い。
【００９４】
　プロセッサ６０にはプログラムの実行により実現される機能として、イベント検出部８
４と警報処理部８６の機能が設けられている。
【００９５】
　イベント検出部８４は、火災検知の有無、火災復旧の有無、操作部６６による警報停止
等の操作入力をはじめとする自己のイベントを検出する。
【００９６】
　警報処理部８６は、センサ部６２からの煙検出信号に基づいてイベント検出部８４が火
災を検知した場合、起動信号出力部７０からエアロゾル発生部１４の点火装置４６に起動
信号を出力して（起動電流を流して）ヒータコイル４８を通電加熱し、固形消火剤３４に
点火して燃焼させることで、エアロゾルを放出させる。
【００９７】
　また、警報処理部８６は、センサ部６２からの煙検出信号に基づいてイベント検出部８
４が火災を検知した場合、スピーカ８０から火災を示す警報音を出力させると共に、ＬＥ
Ｄ２６に警報表示を行わせる。
【００９８】
　具体的に説明すると、警報処理部８６は、イベント検出部８４がセンサ部６２に設けた
検煙部２０からの煙検出信号を所定の閾値と比較し、閾値を超えることで火災を検知した
場合に、報知部６４のスピーカ８０から警報音例えば「ウーウー　火事です　火事です」
の音声メッセージを繰り返し出力させると共に、ＬＥＤ２６を点灯させて警報表示を行う
。
【００９９】
　また、警報処理部８６は、火災警報の出力中に、イベント検出部８４が警報停止スイッ
チ２４の操作を検出した場合、スピーカ８０からの警報音とＬＥＤ２６の表示による火災
警報の出力を停止する。このときはＬＥＤ２６による警報表示については、警報音の出力
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停止から所定時間継続した後に停止しても良い。
【０１００】
　また、警報処理部８６は、通常監視状態でイベント検出部８４が操作部６６に設けた警
報停止スイッチ２６の操作を検出した場合に所定の内部自己点検を実行して報知部６４か
ら点検結果を出力させる。ここで、通常監視状態とは、少なくとも火災警報中でない状態
をいう。点検結果の出力は、正常であれば、例えば「正常です」といった音声メッセージ
を含む報知音を出力し、もし故障を検出していれば「ピッ　故障です」といった音声メッ
セージを含む報知音を出力する。点検処理で点検する内容としては、検煙部２０（センサ
）故障の有無、回路故障の有無、感度異常の有無、その他障害の有無等がある。これらに
加え、次に説明するローバッテリー障害の有無について、点検処理時にも、あわせて実施
するようにしても良い。
【０１０１】
　また、警報処理部８６は、イベント検出部８４が電池電源７４の使用可能容量低下に伴
う電池（電源）電圧低下異常であるローバッテリー障害を検出判定した場合に警報する。
イベント検出部８４によるローバッテリーの検出判定は、所定の測定時間間隔Ｔ３、例え
ばＴ３＝４時間間隔で電池電源７４から供給される電源電圧を、図示しない電圧検出回路
を介して、プロセッサ６０でＡ／Ｄ変換により読み込んで所定の閾値電圧と比較し、この
閾値電圧以下の時にローバッテリーと判定し、更にローバッテリーとの判定が連続して所
定回数続いたときにローバッテリー障害を断定し、これに基づき警報処理部８６は、例え
ば「ピッ　電池切れです」の音声メッセージでなる障害警報音を３回繰り返して出力する
と共に、警報音に同期してＬＥＤ２２を点滅させる。
【０１０２】
　その後は、定期鳴動として例えば１時間毎に「ピッ　電池切れです」といった警報音を
１回出力する。またイベント検出部８４で警報停止スイッチ２４の操作を検出した場合「
ピッ　電池切れです」を１回出力すると共にＬＥＤ２２を点滅させる。
【０１０３】
　このローバッテリー障害警報は、電池切れを予告する予告報であり、ローバッテリー障
害が断定され、ローバッテリー警報出力が開始された後も、火災検出部１２はその後例え
ば７２時間の継続動作を可能としている。この間に電池交換が行われない場合、電池（電
源）電圧が更に低下し、最終的にプロセッサ６０がリセットされて動作を停止する。
【０１０４】
　図７は図６の防災装置による処理動作を概略的に例示したフローチャートであり、プロ
セッサ６０の処理動作を示している。図７において、火災検知部１２の電池電源７４によ
る電源供給が開始されると、ステップＳ１で初期化および自己診断を実行し、異常がなけ
ればステップＳ２に進み、火災検知の有無を判別している。
【０１０５】
　ステップＳ２で火災検知ありを判別するとステップＳ３に進み、スピーカ８０からの音
声メッセージ出力とＬＥＤ２６の点灯による警報表示出力とによる火災警報を出力した後
、ステップＳ４でエアロゾル発生部１４に起動信号を出力し、点火装置４６のヒータコイ
ル４８を通電加熱することにより固形消火剤３４に点火して燃焼させ、エアロゾルの放出
による消火を開始させる。ステップＳ３で火災警報を出力すると同時に、又は前後して、
移報部７２の移報送信回路７２から移報信号を出力させるが、図示を省略している。なお
、ステップＳ３で火災警報を出力している間に警報停止スイッチ２４の操作入力を検出し
た場合には、当該火災警報を停止する。
【０１０６】
　ステップＳ５では火災警報か行われていない通常状態での警報停止スイッチ２４の操作
有無を判別しており、スイッチ操作ありを判別するとステップＳ６に進み、検煙部２０の
故障有無、回路故障の有無、感度異常の有無、その他障害の有無等について自己点検処理
を実行し、故障や障害を検出した場合は点検結果として障害警報等を出力し、点検の結果
、正常である場合にはその旨を報知する。
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【０１０７】
　続いてステップＳ７で定期的にローバッテリー障害の有無が判別されており、ローバッ
テリー障害が断定されるとステップＳ８に進み、スピーカ８０からの音声メッセージ出力
とＬＥＤ２６の点滅出力によりローバッテリー障害警報を出力して電池切れ予告を行う。
なお、電池電圧低下継続中は、前述の通り例えば１分毎に定期鳴動として例えば１時間毎
に「ピッ　電池切れです」といった警報音を１回出力する。
【０１０８】
　図８は本発明による無線連動型の防災装置の機能構成を示したブロック図である。図８
において、防災装置１０の火災検知部１２は、図６の実施形態の火災検出部１２と基本的
に同様であるが、更にアンテナ９２を備えた無線通信部９０を設け、これに伴いプロセッ
サ６０内には送信処理部１１０、受信処理部１１２を設けている。
【０１０９】
　無線通信部９０には送信回路９４と受信回路９６が設けられ、他の防災装置との間でイ
ベント信号（連動信号）を無線により送受信できるようにしている。ここで、良好な無線
通信条件を得るため、アンテナ９２が装置盤の外部に露出するように設置するか、また例
えば火災検出装置１２と無線通信部９０を分離しても良い。
【０１１０】
　無線通信部９０としては、日本国内の場合には、例えば４００ＭＨｚ帯の特定小電力無
線局の標準規格として知られたＳＴＤ－３０（小電力セキュリティシステム無線局の無線
設備標準規格）またはＳＴＤ－Ｔ６７（特定小電力無線局テレメータ用、テレコントロー
ル用及びデータ伝送用無線設備の標準規格）に準拠した構成を備える。
【０１１１】
　もちろん無線通信部９０としては、日本国内以外の場所については、その地域の割当無
線局の標準規格に準拠した内容を持つことになる。
【０１１２】
　記憶部としてのメモリ６８には、イベント信号の順番を示す連続番号である連番１００
、各防災装置を特定するＩＤ（自己の識別子）となる送信元符号１０２、連動グループを
構成するためのグループ符号１０４が格納されている。
【０１１３】
　連番１００は消火装置間の、特に無線通信に於いてイベント信号の中継処理等を管理す
るためのものであるが、本発明に直接関係しないので詳細な説明を省略する。
【０１１４】
　送信元符号１０２としては、国内に提供される防災装置の何れとも重複しないように、
例えば２６ビット程度の多ビット符号コードとし、例えば防災装置のシリアル番号等を利
用している。
【０１１５】
　グループ符号１０４は連動グループを構成する複数の防災装置に共通に設定される符号
であり、無線通信部９０の受信回路９６で受信した他の防災装置からのイベント信号に含
まれるグループ符号が自己のメモリ６８に登録しているグループ符号１０４に一致したと
きに、このイベント信号を有効な信号として処理することになるので、連動を要しない他
のグループに属する防災装置との不要な連動を回避出来る。
【０１１６】
　なお、グループ符号１０４は同一グループに属する各防災装置について必ずしも同一の
符号である必要は無く、これらを元に演算等を行うことによって自己が属するグループと
他の防災装置が属するグループが同じか否かを判定できるものであれば良い。
【０１１７】
　火災検知部１２に設けているセンサ部６２、報知部６４、操作部６６、起動信号出力部
７０及び電池電源７４は図６の実施形態と同じになる。図８の実施形態では移報部７２を
省略しているが、図６の実施形態同様に設けることができる。
【０１１８】
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　プロセッサ６０にはプログラムの実行により実現される機能として、イベント検出部１
０８、送信処理部１１０、受信処理部１１２及び警報処理部１１４の機能が設けられてい
る。
【０１１９】
　イベント検出部１０８は、図６のイベント検出部８４同様にイベントを検出する。また
イベント検出部１０８は受信処理部１１２を介して他の防災装置から受信したイベント信
号の解読結果として得られたイベント内容を検出する（以下、この解読、イベント内容検
出までを含めて「受信」ということがある）。
【０１２０】
　送信処理部１１０は、イベント検出部１０８により火災検知、警報停止操作入力、火災
復旧等自己のイベントを検出した場合に、検出イベントに対応するイベント信号を、無線
通信部９０の送信回路９４から連動先の防災装置へ送信させる。受信処理部１１２は、他
の防災装置からのイベント信号を無線通信部９０の受信回路９６を介して受信し、解読す
る。
【０１２１】
　警報処理部１１４は、イベント検出部１０８で火災を検知した場合にスピーカ８０から
連動元を示す警報音を出力させると共に、ＬＥＤ２６を例えば点灯作動させて連動元（火
災検知元）を示す警報表示を行い、更に、火災を示すイベント信号を他の防災装置に送信
する。
【０１２２】
　具体的に説明すると、警報処理部１１４は、センサ部６２に設けた検煙部２０の煙検出
信号に基づきイベント検出部１０８で火災を検知した場合に、報知部６４のスピーカ８０
から連動元を示す火災警報音例えば「ウーウー　火事です　火事です」の音声メッセージ
を繰り返し出力させて報知すると共に、ＬＥＤ２６を点灯させて連動元を示す警報表示を
行い、更に、送信処理部１１０を介して火災を示すイベント信号を無線通信部９０の送信
回路９４によりアンテナ９２から他の防災装置に向けて送信させる。
【０１２３】
　また警報処理部１１４は、無線通信部９０の受信回路９６により他の防災装置から火災
を示すイベント信号を受信し、受信処理部１１２での解読結果が有効となった場合に、イ
ベント検出部１０８で検出したイベント内容に基づき報知部６４のスピーカ８０から連動
先を示す火災警報音例えば「ウーウー　別の火災警報器が作動しました　確認してくださ
い」となる音声メッセージを繰り返し出力させて報知し、同時にＬＥＤ２６を点滅させて
連動先を示す警報表示を行う。
【０１２４】
　また警報処理部１１４は、イベント検出部１０８による故障や障害検出、ローバッテリ
ー障害断定に伴う報知出力制御、処理を行う。センサ障害検出とローバッテリー障害検出
の詳細は図６の実施形態と同じになる。
【０１２５】
　また警報処理部１１４は、火災イベントに限らず、必要に応じて他のイベントについて
も連動制御、処理を行う。
【０１２６】
　図９は図８の本実施形態で連動に使用するイベント信号のフォーマットを示した説明図
である。図９において、イベント信号９８は連番１００、送信元符号１０２、グループ符
号１０４及びイベント符号１０６で構成されている。
【０１２７】
　連番９８はイベント信号の順番を示す連続番号であり、イベント信号を送信する毎に１
つずつ増加させる。また、連番９８は防災装置の各々で非同期に生成している。連番９８
は防災装置間の、主に無線通信に於いてイベント信号の中継処理等を管理するためのもの
であるが、本発明に直接関係しないので詳細な説明を省略する。
【０１２８】
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　送信元符号１０２は例えば２６ビットの符号である。グループ符号１０４は例えば８ビ
ットの符号であり、同一グループを構成する例えば複数の防災装置につき同じグループ符
号が設定されている。
【０１２９】
　イベント符号１０６は、火災などのイベント内容を表す符号であり、本実施形態にあっ
ては３ビット符号を使用しており、例えば
００１＝火災
０１０＝警報停止
０１１＝復旧
１００＝センサ障害（故障）
１０１＝ローバッテリー障害
としている。ここで、０００はイベント検出を伴わない、例えば無線通信の定期通報に使
用する。
【０１３０】
　なおイベント符号１０６のビット数は４ビット、５ビットと増加させることで、更に多
くのイベント内容を表すことができる。例えば、復旧のイベント符号は火災復旧と障害復
旧に分けても良い。
【０１３１】
　図１０は図８の防災装置による処理動作を示したフローチャートであり、プロセッサ６
０の処理動作を示している。図１０において、ステップＳ１１、～Ｓ１４、ステップＳ１
９～Ｓ２２は、図７に示した図６の実施形態に於ける処理動作のステップＳ１～Ｓ４、Ｓ
５～Ｓ８と基本的に同じである。但しステップＳ１３では、連動元としての火災警報出力
となる。
【０１３２】
　ステップＳ１２で火災検知ありを判別したことに伴い、ステップＳ１５で連番、送信元
符号、グループ符号、火災を示すイベント符号を含むイベント信号を他の防災装置に送信
する。
【０１３３】
　続いてステップＳ１６で他の防災装置からの、火災を示すイベント信号受信の有無を判
別しており、火災を示すイベント信号受信（あり）を判別するとステップＳ１７に進み、
スピーカ８０からの音声メッセージ出力とＬＥＤ２６の点滅による警報表示出力とにより
連動先の火災警報を出力した後、ステップＳ１８でエアロゾル発生部１４に起動信号を出
力し、点火装置４６のヒータコイル４８を通電加熱することにより固形消火剤３４に点火
して燃焼させ、エアロゾルの放出による消火を開始する。
【０１３４】
　なお、ステップＳ１３、Ｓ１７で火災警報を出力している間に自己の警報停止スイッチ
２４の操作入力を検出した場合には、当該火災警報を停止する。また、火災以外のイベン
トを適宜連動させることもできる。
【０１３５】
　図１１は装置盤に対し図６に示したスタンドアローン型の消火装置を１台ずつ設置した
設置例を示した説明図である。
【０１３６】
　図１１において、装置盤１１６，１１６－２の盤内にはそれぞれ防災装置１０－１，１
０－２が設置されている。ここで装置盤１１６－１，１１６－２に防災装置１０－１，１
０－２を１台ずつ設置しているが、防災装置１０－１，１０－２に収納した固形消火剤の
、盤内容積に対する重量が少ない場合には、盤内容積に見合うように例えば盤１１６－１
，１１６－２毎に２台ずつ消火装置を設置する等、適宜増設すれば良い。
【０１３７】
　この場合、防災装置の火災検出部１２に設けた起動信号出力部に、複数のエアロゾル発
生部１４を、例えば複数直列に接続すれば良い。これ以外の接続方法であっても良いが、
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起動信号によって各エアロゾル発生部のヒータコイル４８が、各固形消火剤３４を問題な
く点火できる接続方法とする。
【０１３８】
　図１２は装置盤に対し図６のスタンドアローン型の消火装置を２台ずつ設置した設置例
を示した説明図である。
【０１３９】
　図１２において、装置盤１１６－１の盤内には防災装置１０－１１，１０－１２が設置
され、装置盤１１６－２の盤内には防災装置１０－２１，１０－２２が設置されている。
装置盤１１６－１の防災装置１０－１１，１０－１２は一対（移報送信、移報受信）の移
報信号線１８－１で接続され、装置盤１１６－２の防災装置１０－２１，１０－２２も同
様に一対の移報信号線１１８－２で接続され、それぞれ火災を検知した場合に相互に火災
を示す移報信号を送受信可能としている。
【０１４０】
　図１３は図１２の設置例を対象とした、移報信号によるオア連携処理動作を示したフロ
ーチャートである。ここで、オア連携処理動作とは、他の防災装置からの火災を示す移報
信号の受信により、連動して自己がエアロゾルを放出する動作である。即ち、いずれかの
防災装置の火災検出部１２で火災が検出された場合に、他の防災装置のエアロゾル発生部
も作動するようにした場合である。
【０１４１】
　図１３において、ステップＳ３１～Ｓ３３、Ｓ３５、Ｓ３８～Ｓ４１は、基本的に図７
のステップＳ１～Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５～Ｓ８と同じである。
【０１４２】
　ステップＳ３２で火災検知ありを判別しない場合はステップＳ３６に進み、他の防災装
置から火災を示す移報信号受信の有無を判別しており、火災を示す移報信号受信を判別す
るとステップＳ３７で火災警報を出力した後、ステップＳ３５に進んで自己のエアロゾル
発生部１４に起動信号を出力し、点火装置４６のヒータコイル４８を通電加熱することに
より固形消火剤３４に点火して燃焼させ、他の防災装置に連動してエアロゾルの放出によ
る消火を開始する。
【０１４３】
　図１４は図１２の設置例を対象としたアンド連携処理動作を示したフローチャートであ
る。ここでアンド連携処理動作とは、他の消火装置から火災を示す移報信号受信を判別し
た場合、自己の火災検知を条件にエアロゾル発生火部１４を作動してエアロゾルを放出さ
せる動作である。
【０１４４】
　図１４において、火災検知部１２の電池電源７４による電源供給が開始されると、ステ
ップＳ５１で初期化および自己診断を実行し、異常がなければステップＳ５２に進み、火
災検知の有無を判別している。
【０１４５】
　ステップＳ５２で火災検知を判別するとステップＳ５３に進み、スピーカ８０からの音
声メッセージとＬＥＤ２６の点灯による警報表示とによる連動元の火災警報を出力した後
、ステップＳ５４で火災を示す移報信号を他の消火装置に移報信号線を介して出力する。
【０１４６】
　続いてステップＳ５５で他の消火装置からの火災を示す移報信号受信の有無を判別して
おり、火災を示す移報信号受信を判別すると、アンド条件が成立したことからステップＳ
５６に進んでエアロゾル発生部１４に起動信号を出力し、点火装置４６の通電加熱により
固形消火剤３４に点火して燃焼させ、エアロゾルの放出による消火を開始する。
【０１４７】
　一方、ステップＳ５２で火災検知を判別しない場合はステップＳ５７に進み、他の消火
装置から火災を示す移報信号受信の有無を判別しており、火災を示す移報信号受信を判別
するとステップＳ５８に進み、連動先を示す火災警報を出力する。
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【０１４８】
　続いてステップＳ５９で自己の火災を示すイベント検出の有無を判別しており、火災を
示すイベント検出を判別するとアンド条件が成立したことからステップＳ６０で連動元の
火災警報を出力した後、ステップＳ５６に進んでエアロゾル発生部１４に起動信号を出力
し、点火装置４６の通電加熱により固形消火剤３４に点火して燃焼させ、エアロゾルの放
出による消火を開始する。
【０１４９】
　ステップＳ６１では火災警報か行われていない通常状態での警報停止スイッチ２４の操
作有無を判別しており、スイッチ操作を判別するとステップＳ６２に進み、検煙部２０の
故障の有無、回路故障の有無、感度異常の有無、その他障害の有無等について点検処理を
実行し、障害を検出した場合は点検結果として障害警報を出力する。
【０１５０】
　続いてステップＳ６３でローバッテリー障害の有無が判別されており、ローバッテリー
障害が判別されるとステップＳ６４に進み、スピーカ８０からの音声メッセージとＬＥＤ
２６の点滅により電池切れ予告を行う。
【０１５１】
　このようなアンド連携処理動作にあっては、同じ盤内に設置している２台の消火装置の
両方で火災検知が行われたことを条件にエアロゾルを放出させることにより、火災検知部
の誤検知や誤動作によるエアロゾルの放出を防止できる。
【０１５２】
　図１５は隣接した装置盤に図６のスタンドアローン型の防災装置を設置して移報信号線
接続した設置例を示した説明図である。
【０１５３】
　図１５において、装置盤１１６－１，１１６－２にはそれぞれ消火装置１０－１，１０
－２が配置されており、境界となる盤面に通線穴１２０を開口して一対の移報信号線１１
８により接続し、相互に移報信号を送受信可能としている。図１５の設置例にあっては、
図１３のフローチャートに示したオア連携処理動作または図１４のフローチャートに示し
たアンド連携処理動作のいずれかをとることができる。
【０１５４】
　図１６に示した分離型防災装置の設置例を示した説明図である。図１６において、装置
盤１１６－１，１１６－２には分離型の防災装置が１台ずつ設置されている。本設置例で
は、火災検知部１２－１，１２－２は火災による煙の検出に適した、盤内の天井位置に設
置し、一方、エアロゾル発生部１４－１，１４－２は盤１１６－１，１１６－２内の電気
機器の設置状態から火災発生原因となる可能性の高い機器の近傍などに設置し、両者の間
を信号線（起動信号線）１５－１，１５－２で接続し、一方からの起動信号の出力で他方
のエアロゾル発生部１４を起動してエアロゾルを放出できるようにしている。
【０１５５】
　図１７は装置盤に対し図８に示した無線連動型の防災装置を２台ずつ設置した設置例を
示した説明図である。
【０１５６】
　図１７において、装置盤１１６－１の盤内にはアンテナ９２－１１，９２－１２を備え
た無線連動型の防災装置１０－１１，１０－１２が設置され、装置盤１１６－２の盤内に
はアンテナ９２－１１，９２－１２を備えた無線連動型の防災装置１０－２１，１０－２
２が設置されている。無線連動型の場合、無線回線１２２－１，１２２－２によるリンク
を構築することができるので、図１２に示したような信号線接続は不要である。
【０１５７】
　図１８は図１７の設置例を対象としたオア連携処理動作を示したフローチャートである
。図１３において、火災検知部１２の電池電源７４による電源供給が開始されると、ステ
ップＳ７１で初期化および自己診断を実行し、異常がなければステップＳ７２に進み、火
災検知の有無を判別している。
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【０１５８】
　ステップＳ７２で火災検知（あり）を判別するとステップＳ７３に進み、スピーカ８０
からの音声メッセージ出力とＬＥＤ２６の点灯による警報表示出力とによって連動元を示
す火災警報を出力した後、ステップＳ７４で連番、送信元符号、グループ符号、火災を示
すイベント符号を含むイベント信号を他の防災装置に無線送信する。
【０１５９】
　続いてステップＳ７５でエアロゾル発生部１４に起動信号を出力し、点火装置４６のヒ
ータコイル４８を通電加熱することにより固形消火剤３４に点火して燃焼させ、エアロゾ
ルの放出による消火を開始する。
【０１６０】
　一方、ステップＳ７２で火災検知（あり）を判別しない場合はステップＳ７６に進み、
他の防災装置からの火災を示すイベント信号受信の有無を判別しており、火災を示すイベ
ント信号受信（あり）を判別するとステップＳ７７に進み、連動先を示す火災警報を出力
した後、ステップＳ７５に進んでエアロゾル発生部１４に起動信号を出力し、点火装置４
６のヒータコイル４８を通電加熱することにより固形消火剤３４に点火して燃焼させ、他
の消火装置に連動してエアロゾルの放出による消火を開始する。ステップＳ７８～Ｓ８０
は、図１０のステップＳ１９～Ｓ２２と同じである。
【０１６１】
　図１９は図１７の設置例を対象としたアンド連携処理動作を示したフローチャートであ
る。
【０１６２】
　図１９において、火災検知部１２の電池電源７４による電源供給が開始されると、ステ
ップＳ９１で初期化および自己診断を実行し、異常がなければステップＳ９２に進み、火
災検知の有無を判別している。
【０１６３】
　ステップＳ９２で火災検知（あり）を判別するとステップＳ９３に進み、スピーカ８０
からの音声メッセージ出力とＬＥＤ２６の点灯による警報表示出力とによって連動元を示
す火災警報を出力した後、ステップＳ９４で連番、送信元符号、グループ符号、火災を示
すイベント符号を含むイベント信号を他の防災装置に無線送信する。
【０１６４】
　続いてステップＳ９５で他の防災装置からの火災を示すイベント信号受信の有無を判別
しており、火災を示すイベント信号受信（あり）を判別するとアンド条件が成立したこと
からステップステップＳ９６に進んでエアロゾル発生部１４に起動信号を出力し、点火装
置４６のヒータコイル４８を通電加熱することにより固形消火剤３４に点火して燃焼させ
、エアロゾルの放出による消火を開始する。
【０１６５】
　一方、ステップＳ９２で火災検知（あり）を判別しない場合はステップＳ９７に進み、
他の防災装置からの火災を示すイベント信号受信の有無を判別しており、火災を示すイベ
ント信号受信（あり）を判別するとステップＳ９８に進み、自己の火災を示すイベント検
出の有無を判別している。
【０１６６】
　ステップＳ９８で自己の火災を示すイベント検出を判別するとアンド条件が成立したこ
とからステップＳ９９で火災警報を出力した後、ステップＳ９６に進んでエアロゾル発生
部１４に起動信号を出力し、点火装置４６のヒータコイル４８を通電加熱することにより
固形消火剤３４に点火して燃焼させ、エアロゾルの放出による消火を開始する。
【０１６７】
　ステップＳ１００～Ｓ１０３は、図１０のステップＳ１９～Ｓ２２と同じである。なお
、ステップＳ９７で他の防災装置からの火災を示すイベント信号受信（あり）を判別した
場合には連動先を示す火災警報を出力し、ステップＳ９８で自己の火災検知を判別したと
きに連動元を示す火災警報出力に切り替える。
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【０１６８】
　図１８、図１９において、連動元、連動先を問わず、火災警報の出力中に自己の警報停
止スイッチ２４が操作された場合には、当該火災警報の出力を停止する。
【０１６９】
　図２０は隣接した装置盤に図８の無線連動型の防災装置を設置した設置例を示した説明
図である。図２０において、装置盤１１６－１，１１６－２の内部には無線連動型の防災
装置１０－１，１０－２が設置され、装置盤天井面に設けた細い小径の貫通穴１２６－１
，１２６－２の内側にアンテナユニット１２４－１，１２４－２を配置し、貫通穴１２６
－１、１２６－２にそれぞれ挿通して外部に露出させている。アンテナユニット１２４－
１，１２４－２は給電線１２８－１，１２８－２により防災装置１０－１，１０－２にそ
れぞれ接続している。
【０１７０】
　なお、防災装置１０－１，１０－２に設けている無線通信部を分離し、分離した無線通
信部をアンテナユニット１２４－１，１２４－２にまとめて設け、そこと信号線接続して
も良い。
【０１７１】
　このような防災装置１０－１，１０－２の設置により、装置盤１１６－１，１１６－２
内に設置している防災装置１０－１，１０－２を、アンテナ９２－１，９２－２を用いた
無線回線により連携させることができる。
【０１７２】
　図２０の設置例については、図１８のフローチャートに示したオア連携処理動作または
図１９のフローチャートに示したアンド連携処理動作のいずれかをとることができる。
【０１７３】
　また、本設置例にあっては、装置盤外の例えば監視室などの電波の届く位置に、図１の
火災検知部１２のみからなるユニットを設置して連携させることで、装置盤１１６－１，
１１６－２内に設けた防災装置１０－１，１０－２で火災を検知してエアロゾルを放出し
た場合、外部の火災検知部１２にイベント信号を無線送信して警報させることで、装置盤
内でのエアロゾル消火動作を報知することができる。
【０１７４】
　図２１は装置盤に対し熱感熱ケーブルを接続した防災装置の設置例を示した説明図であ
る。図２１において、装置盤１１６－１，１１６－２の盤内にはそれぞれ防災装置１０－
１，１０－２が設置されている。防災装置１０－１，１０－２からは監視エリアとなる装
置盤１１６－１，１１６－２内に熱感知ケーブル１３０－１，１３０－２が引き出されて
布設されている。熱感知ケーブル１３０－１，１３０－２は装置盤内の、例えば過熱発火
の恐れがある機器周辺に敷設するなどしても良い。熱感知ケーブル１３０－１，１３０－
２は例えばビニールなどの熱溶解性樹脂で被覆した２本の信号線を一対に撚り合わせたも
のである。
【０１７５】
　通常監視時にあっては、熱感知ケーブル１３０－１，１３２－２の、それぞれ２本一対
の信号線は例えばビニールなどにより絶縁被覆されているため、２本の信号線が接触する
ことはない。火災が発生した場合には、火災による熱を受けて所定の温度に達した場合に
、このビニール被覆が溶けて、２本の信号線間が絶縁状態から接触導通状体となる。この
ようにして２本の信号線が接触し短絡状態となり、熱を検出して火災を検知できる。
【０１７６】
　なお、それぞれの信号線を絶縁被覆したうえで撚り合わせた一対の熱感知ケーブル１３
０（１３０－１，１３０－２）を所定の熱収縮性チューブでまとめて被覆すれば、絶縁被
覆が溶け剥がれた信号線同士を、熱収縮チューブの収縮力で接触し易くすることができる
。
【０１７７】
　防災装置１０－１，１０－２は、煙に基づく第１の火災検知と、熱感知ケーブル１３０
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－１，１３０－２による第２の火災検知につき、１つの実施形態として、いずれか一方の
火災検知が行われた場合にエアロゾル発生部を燃焼させるオア起動動作を行い、また別の
実施形態にあっては、両方の火災検知が行われた場合にエアロゾル発生部を燃焼させるア
ンド起動動作を行う。
【０１７８】
　図２２は図２１の防災装置１０（１０－１，１０－２）の機能構成を示したブロック図
であり、起動信号出力部７０に対し熱感知端子を使用して熱感知ケーブル１３０（１３０
－１，１３０－２）を接続している。なお、それ以外の構成は図６の実施形態と同じにな
ることから、同一符号で示している。
【０１７９】
　図２３は図２２の防災装置１０における起動信号出力部７０の実施形態を例示した回路
図であり、センサ部６２の検煙部２０からの煙検出信号に基づく第１の火災検知と、熱感
知ケーブル１３０による第２の火災検知のいずれか一方の火災検知が行われた場合にエア
ロゾル発生部を燃焼させるオア起動動作を行うことを特徴とする。
【０１８０】
　図２３において、防災装置１０の火災検知部１２に設けた起動信号出力部７０には、熱
感知ケーブル１３０の信号線を接続する熱感知端子１３４，１３６，１３８と、エアロゾ
ル発生部１４に対する起動信号線１５を接続する起動端子１４０，１４２が設けられてい
る。ここでオア起動動作を行うためには、図示のように、熱感知端子１３４，１３６に熱
感知ケーブル１３０の、２本の信号線それぞれの一端を接続し、熱感知端子１３６と起動
端子１４０を渡り線１３５で接続しておく。
【０１８１】
　起動信号出力部７０には、図２２の検煙部２０からの煙検出信号に基づいてイベント検
出部８４で火災が検知された場合にプロセッサ６０に設けた警報処理部８６からの起動指
示信号Ｅ１が入力されるスイッチング素子としてトランジスタ１３２が設けられ、トラン
ジスタ１３２のコレクタ及びエミッタをそれぞれ熱感知端子１３４，１３６に接続し、そ
こに熱感知ケーブル１３０の一対の信号線を接続している。スイッチング素子は、リレー
その他、トランジスタ以外のものを用いても良い（後述する図２４～２６の実施例につい
ても同様）。
【０１８２】
　トランジスタ１３２のコレクタには電源電圧＋Ｖｃｃが印加され、またトランジスタ１
３２のエミッタ側は渡り線１３５を介して一方の起動端子１４０に接続され、他方の起動
端子１４２は抵抗１４４を介して接地側に接続している。起動端子１４０，１４２には起
動信号線１５が接続され、エアロゾル発生部１４に収納している固形消火剤３４の点火装
置４６を接続している。なお、抵抗１４４は点火装置４６に流す電流を調整し、決定して
いる。
【０１８３】
　この場合のオア起動動作は次のようになる。図２２のプロセッッサ６０に設けたイベン
ト検出部８４で検煙部２０からの煙検出信号に基づき火災が検知されて火災検知イベント
（火災イベント）が検出された場合に、警報処理部８６から起動信号出力部７０に起動指
示信号Ｅ１が入力され、トランジスタ１３２のオンにより起動信号線１５に起動信号が出
力され、即ち起動電流が流れ、点火装置４６の通電加熱により固形消火剤３４を燃焼させ
てエアロゾルを放出させる。
【０１８４】
　一方、装置盤内での火災による熱を受けて熱感知ケーブル１３０の信号線の絶縁被覆で
あるビニールが溶け、２本の信号線が接触して短絡（導通）状態となった場合、短絡状態
となった熱感知ケーブル１３０の信号線を介して起動信号線１５に起動信号が出力され、
即ち起動電流が流れ、点火装置４６の通電加熱により固形消火剤３４を燃焼させてエアロ
ゾルを放出させる。
【０１８５】
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　このため図２３の実施形態にあっては、煙による火災感知または熱による火災検知にい
ずれか一方によっても固形消火剤を燃焼させてエアロゾルを放出させるオア起動ができる
。
【０１８６】
　ここで、火災による熱を検知する熱感知ケーブル１３０は装置盤内に収納されている、
比較的火災発生源となり易い機器またはその近傍に布設することで、火災を早期に検知し
てエアロゾルによる消火ができる。
【０１８７】
　図２４は図２２の防災装置１０における起動信号出力部７０の他の実施形態を示した回
路図であり、図２２のプロセッサ６０に設けたイベント検出部８４による検煙部２０から
の無理検出信号に基づく第１の火災検知と、熱感知ケーブル１３０による第２の火災検知
の両方の火災検知が行われた場合にエアロゾル発生部１４を起動させるアンド起動動作を
行うことを特徴とする。
【０１８８】
　図２４において、アンド起動動作を行うためには、熱感知端子１３４は空き端子とし、
熱感知端子１３６，１３８に熱感知ケーブル１３０の信号線を図示の如く接続する。
【０１８９】
　起動信号出力部７０のトランジスタ１３２には、検煙部２０からの煙検出信号に基づい
て図２２のプロセッサ６０に設けたイベント検出部８４で火災が検知された場合、即ち火
災検知イベント（火災イベント）が検出された場合、警報処理部８６からの起動指示信号
Ｅ１が入力される。トランジスタ１３２のエミッタ側に熱感知ケーブル１３０の一対の信
号線を図示の如く直列接続している。それ以外の接続は図２３のオア起動動作と同じであ
る。
【０１９０】
　この場合のアンド起動動作は次のようになる。図２２のプロセッッサ６０に設けたイベ
ント検出部８４で検煙部２０による煙検知で火災検知のイベントが検出されると警報処理
部８６から起動指示信号Ｅ１が起動信号出力部７０に入力され、トランジスタ１３２がオ
ンし、この状態で更に火災による熱を受けて所定温度となることで熱感知ケーブル１３０
の信号線の絶縁被覆であるビニールが溶けると、２本の信号線が接触して短絡（導通）状
態となり、短絡状態となった熱感知ケーブル１３０の信号線を介して起動信号線１５に起
動信号が出力され、即ち起動電流が流れ、点火装置４６の通電加熱で固形消火剤３４を燃
焼させてエアロゾルを放出させる。
【０１９１】
　即ち、起動指示信号Ｅ１によりトランジスタ１３２がオンし且つ熱感知ケーブル１３０
の信号線同士が火災による熱を受けて接触し短絡するというアンド条件が成立した場合、
起動信号を出力して固形消火剤を燃焼させることになる。なお、熱感知ケーブル１３０が
先に短絡し、次に起動指示信号Ｅ１によりトランジスタ１３２がオンした場合も同じくア
ンド起動動作となる。
【０１９２】
　このような煙による火災検知と熱による火災検知のアンド起動によれば、例えば煙によ
る火災の誤検知があっても、誤ってエアロゾル発生部１４を起動してしまうことがなく、
誤報や非火災報要因による誤動作を確実に防止することができる。
【０１９３】
　図２５は、図２２の防災装置１０に設けた起動信号出力部７０において、スイッチ切替
えにより熱感知ケーブルとのオア起動動作を行う場合の実施形態を示した回路図である。
図２５において、防災装置１０の起動信号出力部７０には、熱感知ケーブル１３０の信号
線を接続する熱感知端子１３４，１３６と、エアロゾル発生部１４に対する起動信号線１
５を接続する起動端子１４０，１４２が設けられている。
【０１９４】
　起動信号出力部７０には図２２の検煙部２０からの煙検出信号に基づいてプロセッッサ
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６０に設けたイベント検出部８４で火災が検知された場合に、警報処理部８６からの起動
指示信号Ｅ１が入力されるスイッチング素子としてトランジスタ１３２が設けられ、トラ
ンジスタ１３２のコレクタ側を、スイッチ１４８を介して熱感知端子１３４に接続し、ま
たエミッタ側を、スイッチ１５０を介して熱感知端子１３４に接続している。
【０１９５】
　更にトランジスタ１３２のエミッタ側はスイッチ１５２を介して起動端子１４０に接続
され、起動端子１４０は熱感知端子１３６に接続されている。起動端子１４０，１４２に
は起動信号線１５が接続され、従ってエアロゾル発生部１４に収納している固形消火剤３
４の点火装置４６に接続されている。抵抗１４４の接続とその役割は、図２３の実施形態
と同様である。
【０１９６】
　スイッチ１４８，１５０，１５２は手動操作可能な、または自動制御可能な３回路のス
イッチであり、各種の手動スイッチや、リレー等のスイッチ素子を利用したスイッチ回路
等が適用できる。オア起動動作を設定する場合は図示のように、スイッチ１４８，１５２
はオン、スイッチ１５０はオフに切り替えられている。
【０１９７】
　オア起動動作は、図２２のプロセッッサ６０に設けたイベント検出部８４で検煙部２０
による煙検知に基づく火災検知のイベントが検出された場合に、警報処理部８６から起動
指示信号Ｅ１が起動信号出力部７０に入力されると、トランジスタ１３２がオンし、スイ
ッチ１５２を介して起動信号線１５に起動信号が出力され、即ち起動電流が流れ、点火装
置４６の通電加熱により固形消火剤３４を燃焼させてエアロゾルを放出させる。
【０１９８】
　一方、装置盤内での火災による熱を受けて熱感知ケーブル１３０の信号線の絶縁被覆が
所定温度となった場合に、絶縁被覆が溶け、このため２本の信号線が接触して短絡（導通
）状態となった場合、点火装置４６に起動信号を出力して固形消火剤３４を燃焼させる。
【０１９９】
　図２６は、図２５の起動信号出力部をアンド起動動作にスイッチ切替えした状態を示し
た回路図であり、アンド起動動作を設定する場合は、スイッチ１４８，１５２をオフし、
スイッチ１５０をオンするように切替える。
【０２００】
　アンド起動動作は、図２２のプロセッッサ６０に設けたイベント検出部８４で検煙部２
０による煙検出に基づく火災検知のイベントが検出された場合に、警報処理部８６から起
動指示信号Ｅ１が起動信号出力部７０に入力されると、トランジスタ１３２がオンし、こ
の状態で火災による熱を受けて熱感知ケーブル１３０の信号線の絶縁被覆が所定温度とな
った場合に、絶縁被覆が溶け、このため２本の信号線が接触して短絡（導通）状態となり
、接触短絡した熱感知ケーブル１３０の信号線を介して起動信号１５に起動信号が出力さ
れ、即ち起動電流が流れ、点火装置４６の通電加熱により固形消火剤３４を燃焼させてエ
アロゾルを放出させる。
【０２０１】
　即ち、起動指示信号Ｅ１によりトランジスタ１３２がオンし且つ熱感知ケーブル１３０
の信号線が火災による熱を受けて短絡するというアンド条件が成立した場合、エアロゾル
発生部１４に起動信号を出力して固形消火剤を燃焼させることになる。
【０２０２】
　ここで、図２２乃至図２６の実施形態では火災検知部１２は煙を検出して火災を検知す
るものとしたが、熱を検出して火災を検知するものであっても良い。この場合でも、２つ
の異なる火災検出素子による火災検知に基づいてオア起動動作、アンド起動動作させるこ
とができるので、火災を正確且つ確実に検知してエアロゾル発生部を起動することができ
る。更に、ひとつの火災検知部（起動信号出力部）に対して、複数の熱感知素子を接続し
て、適宜に組み合わせてオアまたはアンド起動動作させることができる。
【０２０３】
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　なお、図１の実施形態で火災検知部１２として検煙部２０を設けた場合には、検煙部２
０の煙流入口をエアロゾル発生部１４の放出口として利用するようにしても良い。
【０２０４】
　また、上記の実施形態は装置盤内に設置する場合を例にとっているが、閉鎖された小規
模空間であれば、適宜の消火対象物に設置することができる。閉鎖空間は、密閉を条件と
しない。更に、閉鎖空間内の火災による消火を目的とする場合に限らず、例えば発煙や過
熱等に伴う火災発生を防止する防火を目的として設置しても良い。
【０２０５】
　また、図１１、図１２、図１５、図１６、図１７は装置盤１１６－１と装置盤１１６－
２が隣接している例としているが、もちろん相互に離れた場所にある装置盤にそれぞれ適
用できる。
【０２０６】
　また、図６、図８、図２２に示したブロック図はそれぞれ機能構成を概念的に示す例で
あり、これらの機能構成は適宜分散、統合することができる。例えば、検煙部からの煙検
出信号に基づいて、センサ部内で火災検知までを行って火災検知信号を出力させ、イベン
ト検出部でこれを検出するようにしても良い。また例えば、イベント検出部を警報処理部
と一体にしても良い。
【０２０７】
　また、上記の実施形態におけるフローチャートは処理の概略例を説明したもので、処理
の順番等はこれに限定されない。また各処理や処理と処理の間に必要に応じて遅延時間を
設けたり、他の判定を挿入する等ができる。
【０２０８】
　また本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なうことのない適宜の
変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【０２０９】
１０：消火装置
１２：火災検知部
１４：エアロゾル発生部
２０：検煙部
２２：音響穴
２４：警報停止スイッチ
２６：ＬＥＤ
３０，４０：放出穴
３２，５６：マグネットシート
３４：固形消火剤
３５：連通穴
４６：点火装置
４８：ヒータコイル
１８，６４：放出穴
３６：内容器
３８：燃焼制御カバー
４２：外容器
１３０，１３０１－，１３０－２：熱感知ケーブル



(27) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(28) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(29) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(30) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(31) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29
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【図１９】 【図２０】



(32) JP WO2011/161792 A1 2011.12.29
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
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